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社会福祉士養成における専門職倫理教育

―先行分野を手掛かりに―

共栄学園短期大学

前期 1997 年卒　西　川　ハンナ

１．�社会福祉士養成における専門職倫理教育とそ

の現状

　国家資格である社会福祉士が誕生し20余年が

経過した。社会福祉従事者の更なる専門的活躍

が求められ、平成19年11月に社会福祉士及び介

護福祉士法等の一部を改正する法律（平成19年法

律第125号）が成立し、同年12月５日に公布され

た。この法律改正と併せて、社会福祉士養成課程

及び介護福祉士養成課程における教育カリキュラ

ム等も見直しが行なわれ、より実践力の高い社会

福祉従事者の養成をめざす教育内容に変更がなさ

れた。そこで,社会福祉士国家資格の試験科目も

改められ「相談援助の基盤と専門職」という科目

が新たに加わり、専門性や専門職倫理を教える事

を内容としている。新カリキュラムに対応するテ

キストの専門職倫理に該当する箇所の内容を見る

と「全米ソーシャルワーカー協会の倫理綱領とそ

の歴史」「日本社会福祉士会倫理綱領」や「倫理

的ジレンマ」とその解決に活用できる原則や事例

をもって、その内容としている。しかし、そもそ

も専門職倫理とは何かということから始まり「何

を」「どのように」教えるのかといったその内容

については、まだ合意がなされていない。そこで、

本研究は専門職倫理教育の先行分野から専門職倫

理教育の在り方と現在の課題を概観し、社会福祉

士養成における専門職倫理教育への示唆を得るこ

とを目的とする。

２．専門職倫理教育の先駆

　まず、専門職に対する倫理教育の目的は何か、

その成果は何を期待されているのか検討する。わ

が国において、専門職倫理教育の先行分野は、技

術者の倫理である。技術者に対しての倫理教育が

発展した背景には、技術トラブルにおけるエン

ジニアのモラル問題や、外国でのダムやビル建

設などの際に国際的な基準が求められたという

要因がある。そこで、日本の技術士は専門職倫

理（技術倫理）を身につける必要が生じた。その

関連で1999年に発足した日本技術者教育認定機構

（JABEE）は、大学の工学部の教育プログラムを

評価・認定している。この認定基準には「教育目

標の一つとして技術倫理が設定されていること」

が明記され、技術倫理の科目設置が相次いだ。こ

の技術者への倫理教育は生命倫理研究所へイス

ティング・センターの教育方法を参考にしている。

へイスティング・センターの高等教育倫理プログ

ラムの目標は①モラル想像力を刺激すること②倫

理上の問題点を認識すること③解析的な技量を伸

ばすこと④責任感を引き出すこと⑤不一致と曖昧

さを許容することの５つを上げ、これらの能力や

感性を、教育を通して植えつけることとしている。

この５つの目標は技術倫理においても同様に倫理

教育の目標とされている。倫理教育の成果につい

ては、wiseら（1995）はビジネス倫理において、

「倫理教育」がなしうることを①倫理的意思決定

プロセスに効果的に参加できるように、論理的根

拠、思想、語彙を提供すること②モラル問題に良

心的に鋭く反応し、モラル上の解決策に積極的に

関与するような態度を養成すること③モラル的思

索を深めモラル上の勇気を高める④モラル的に自

律し組織の在り方に、倫理的に異議を唱え集団の

良心となれるよう「下地」を作り出すこと等をあ

げ、Ｊ.Gandsら （1988）はビジネス倫理教育の目
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標を集約し①意思決定を構成するものとしてモラ

ル的な要素があることを充分理解させる②モラル

的成分を分析するためのフレームワークを提供し

個人がそれらを、自信をもって使えるようにして

やること③日々活動に倫理的分析を適用できるよ

うにすること等をあげている。具体的方法として

は、技術倫理やビジネス倫理の教育にケース・ス

タディは不可欠となり、数多くのケース・スタディ

がなされ、現在は、問題解決より倫理的ジレンマ

への取り組みに視点が変換されてきている。

３．米国医大にみる専門職倫理教育の方法と課題

　専門職における倫理が早い段階から問われてき

た米国医師養成おいても、専門職倫理教育の再考

が求められている。近年,医師は患者からの信頼

性の維持・獲得のため、専門職倫理の再考が求め

られ、まず医大の専門職倫理教育のカリキュラム

やその内容が調査された。結果①カリキュラム構

築のための教材や教員への教育プログラムの不足

②評価の問題があげられた。医学生への倫理教育

の専門職教育の評価方法について調査を行った加

藤ら（2006）は倫理的ジレンマに対処する事のみ

に注力してはいないか、倫理的ジレンマに対する

問題点のHowtoを教えることに注力しすぎてその

対処方法を支える思想や哲学といったバックボー

ンがきちんと教えられているかという指摘をして

いる。先駆的な米国医学界においても,実践にお

ける対応だけではなく,さらに,専門職倫理の意義

から伝える重要性が注目されている。

４．専門職倫理教育を意識した倫理綱領

　先行分野の専門職倫理教育の,現在の到達地点

はケース・スタディに偏らずその意義を新たに教

育内容とすべきであるというものであった。そ

の意義や内容を伝えるには、倫理綱領を提示し、

説明をする必要がある。倫理綱領は専門職とし

ての認証に不可欠とされているが、それが専門

職としての「ステータスシンボルとして役立つ」

（Ladd,1980）だけの存在、「絵に描いた餅」にな

りかねない。そこで、まだ倫理綱領が制定されて

いない職能集団は他職種の倫理綱領の良い部分を

参考に、より効果のある倫理綱領の策定を試みて

いる。そこで、ニュージーランドの保育倫理綱領

（1996）を例にして、その意義と活用方法を説明

する。この倫理綱領は、アメリカの保育倫理綱領

と責任声明を参考にしている。アメリカの保育倫

理綱領は倫理綱領の重要性、保育者にとって尊守

すべき価値、倫理綱領の普及方法と教育方法、倫

理的意思決定のステップ、倫理的ジレンマの解消

法などに関する実践及び研究が深められ他国のモ

デルとなっている（鶴　2008）。ニュージーラン

ドの保育倫理綱領策定には、600の保育センター

への調査やワークショップの返答などを活かし、

2年半以上のコンサルテーションの過程を経て策

定された。また、倫理綱領にはマイノリティーで

あるマリオ族を含めた集会やコンサルテーション

を踏まえ、マリオ族を尊重するセクションが追加

されている。項目には、「倫理綱領の発展の歴史」

「なぜ倫理綱領が必要とされているのか」「実践現

場における活用方法」が具体的に示され、倫理綱

領の必要性については、「専門的行為のための指

針の提供」「専門職の原理原則」「倫理的ジレンマ

に直面した際の原理原則」「子どもたちと保育関

係者の保護を高める」「異なる専門職種間の援助

の一貫性の構築を補助する」という意義を挙げて

いる。倫理的ジレンマについては、解決のプロセ

スを六段階で示している（図表１）。このプロセ

スは、技術倫理やビジネス倫理の倫理問題解決（問

題の明確化・問題の分類・想像力理の発揮・対処

手段創出・対処手段の評価）のプロセスと重なる

点がある。

　ニュージーランドにおける保育倫理綱領とアメ

リカにおける保育倫理綱領、アメリカソーシャル

ワーカー協会の倫理綱領と日本社会福祉士会倫理

綱領の構成を図表に示し、比較検討を行いたい。

（図表２）　

　ニュージーランド保育倫理綱領にはそもそも倫

理綱領とは何で,どう活用するのかが記載されて

いる。そして、実践における活用法も提示され、

実践家の支援を前提とする内容になっている。
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５.�今後の社会福祉士養成における倫理教育への

提言�

　専門職の倫理教育を先行分野の倫理教育の目標

と課題を概観し、近年活用を意識した倫理綱領の

策定を試みたニュージーランドの保育倫理綱領の

構成を紹介した。それを踏まえ社会福祉士養成に

おける倫理教育への４つの提言をする。

① 　バックボーンとなる福祉の哲学や、倫理教育

の必要性についての教授

 　なぜ専門職に専門職倫理教育が必要かという問

題を伝える事から、専門職倫理の必要性や実践に

倫理的判断を伴う問題が生じる事を自分のことと

して学ばせる。

② 　専門職倫理を尊守できるように、個人的に高

い倫理観をもつ倫理的英雄（Ethical Hero）に

依存しない、組織的な支援の必要性

 　ニュージーランドの保育倫理綱領でもふれられ

ていたように、倫理的問題の解決は個人の能力だ

けで解決できないこともある。組織内での検討や

専門職集団におけるサポートが必要であるという

事をまず、理解させる。

③ 　専門職倫理のカリキュラムに関する学際的な

共同研究の必要性。

　技術士や他職種においても同職内だけでなく哲

学者等を入れた学際的な研究者により倫理綱領や

研修カリキュラムが検討されている。人権や医療

問題にも幅広くかかわる社会福祉士の専門職倫理

に対して幅広い視点の、医療・法学・哲学等分野

の研究を取り入れる多様性が求められている。

④ 　実践的な倫理的ジレンマの事例検討と教材化

への実践家との協働作業

　ケース・スタディを、倫理的ジレンマの問題解

決の主たる教育とすることへの警告が米国医大の

倫理教育ではあった。しかし、まだ専門職倫理教

育が発展途中の社会福祉士養成においては、専門

職として直面する多くの倫理的ジレンマの事例を

集め、教材化する必要がある。しかし,その際に

対応のみに焦点があたるのではなく問題解決のプ

ロセスや,そこに含まれた倫理的問題の分類など

も重視しまた、それらの事例作成など作業には実

践家との協働作業が求められる。

　専門職倫理の教育については新しい分野でまだ

その教育方法の標準化ができていない。先行する

分野を模倣しつつ、福祉実践の中の倫理的要素を

図表１．倫理的問題の解決プロセス（ニュージーランドの保育倫理綱領より）

１． もし集団として業務を行っていれば、ジレンマが何か検討し、そして、状況とジレンマの明確な概
要に同意しなくてはいけない

２．ジレンマに対処する時、主たる考えを明確にすることを心がける
３．その状況に対処するための選択肢を議論し、それらをリストアップする
４． それぞれの選択肢の順番を並び替え、その根拠となる価値を明らかにするためにも倫理綱領を参照

する。
５．この状況で最も重要な価値を決定する
６．問題の解決策を選択する指針として、これらの価値を用いる

図表２　　　倫理綱領の構成
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理解させ、倫理的分析ができる事を目標に、更に

ソーシャルワークに必要な教授法を検討していく

必要がある。
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欧州高等教育圏の構築とソーシャルワー

カーの養成教育改革

～デンマーク及びドイツの事例を中心に～

浦和大学短期大学部

院前期 2004 年卒　高　木　　　剛

１．はじめに

　2010年の欧州高等教育圏の構築を目指す「ボ

ローニャ宣言」により、欧州圏内各国では新たな

高等教育への転換が着実に進められている。これ

まで欧州圏内各国では独自の高等教育制度を有し

ていたため、教職員、学生などの流動性や雇用の

促進、さらには教育・研究の水準の向上を図るう

えで大きな障壁になっていた。「ボローニャ宣言」

以降、欧州圏内各国が一丸となってこの障壁を取

り除き、世界に誇る高等教育圏を構築しようとす

る取り組み（ボローニャ・プロセス）が活発化し、

今年はいよいよその最終年となった。このような

動きの中で各国の大学における「ソーシャルワー

ク教育」も見直されており、その現状と課題を整

理することは、今後の日本の社会福祉士養成の在

り方に少なからず示唆を与えてくれると感じる。

　本稿は、欧州高等教育圏の構築を目指す取り組

みと、それに伴い転換が進められているソーシャ

ルワーク教育について、デンマーク及びドイツの

事例を中心に取り上げ、今後の日本における社会

福祉士養成教育の検討に資することを目的とし

た。

　なお、筆者はすでにボローニャ・プロセスに

伴うソーシャルワーク教育の展開について報告１）

しているが、本稿はそれを加筆・修正し、ボロー

ニャ・プロセスの進捗状況や課題等に関する最新

の情報を記載した。

２．研究方法

　各種文献・資料及びインターネットの情報（欧

州大学協会、コペンハーゲン大学、ポツダム社会

福祉大学、大学学長会議など）をもとに、①ボロー

ニャ・プロセスの概要、②ボローニャ・プロセス


